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                           2023年 4月 28日

茨城県知事 様
防災・危機管理部原子力安全対策課企画防災グループ 様

東海第二原発地域科学者・技術者の会   
      泉 幸男 1), 服部成雄 2), 多田健二 3), 宮武宇也 4), 花島 進 5), 天野 光 6)

屋内退避の有効性を左右する被ばく低減係数に係わる質問書                 

1. はじめに
防災・危機管理部原子力安全対策課企画防災グループ（以下「企画防災グループ」という）におかれ

ましては、県民の安全を守るため東海第二原子力発電所（以下「東海第二」という）における重大事故
時の広域避難計画策定など災害対策に取り組んでおられることと思います。

東海第二の再稼働にあたっては、重々に慎重を期さなければならず、そのためには企画防災グループ
の担当者だけにその検討を負わせるのでなく、地域にいる多くの研究者・技術者、市民も広く協力して
安全性を検証することが必要で、そのためにも基本的情報が公開されることが必須であります。

福島第一原発事故を重い教訓とする見地から、原子炉メーカ, 研究機関で長く原発関連分野の研究・
開発、設計、保全に携わった私たちは、県民の皆さんと東海第二原発再稼働に関して、真実の情報を共
有する責務があると考えています。

原子力防災の基本方針に関しては、原子力安全委員会（以下「原安委」という）が 1979 年の TMI 事
故を契機に、原発周辺の防災活動について検討し、昭和 55（1980）年に「原子力発電所等周辺の防災
対策について」[1]（以下「防災指針」という）を決定した。平成 11（1999）年ウラン加工施設におい
て住民避難を必要とする臨界事故が発生し、防災の対象が原子力施設一般に広がり、防災指針の表題も
「原子力施設等の防災対策について」に修正された。2011 年 3 月の福島第一原発の事故を契機に原子力
安全規制体制が抜本的に改革され、新組織として原子力規制委員会（以下「規制委」という）が 2012
年 9 月に発足した。原安委は廃止され、2012 年 10 月に防災指針に変わる「原子力災害対策指針」（以下
「対策指針」という）が定められた。貴企画防災グループにおいても基本的には、対策指針に基づき茨
城県における原子力災害対策の在り方を議論、検討されているものと考えます。

対策指針では原子力災害時における広域避難計画において、PAZ および UPZ 内における「屋内退避」
が有効かつ基本であることが強調されています。県民の安全を確保する上で、この「屋内退避」の実効
性ある効果がどこまで期待できるか、多くの複雑な居住建屋が存在する社会環境の実態を踏まえると多
くの懸念すべき事項があると考えています。特に「屋内退避」に係る事故時の県民の被ばく線量の推定
にとって重要な数値である被ばく低減係数については、福島第一原発事故後の実測経験およびシミュレ
ーション評価などに基づいて多くのデータが蓄積されました。ここにこれらの貴重な情報を貴企画防災
グループに提供するとともに、対策指針における問題点を指摘し、貴企画防災グループとしての意見を
伺いたく質問するものです。
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2. 原子力災害時における周辺住民の防護対策の指標
原安委が 1980 年 6 月に制定した防災指針付属資料 8 表-1「浮遊放射性物質のガンマ線による被ばく

の低減係数」および表-２
「沈着した放射性物質のガ
ンマ線による被ばくの低減
係数」を表－1[1]および表
－2[1]に示す。福島第一原
発事故においては、当然な
がらこの防災指針の被ばく
低減係数が適用され、住民
の被ばく防護対策に使われ
た。すなわち、学校利用の
判断に ICRP 2007 勧告の
参考レベル 1～20mSv／年
を暫定的な目安として、線
量率 3.8μSv／h[2]及び年
間 1mSv を目指す除染計画
の長期目標値から追加被ば
く線量に相当する線量率
0.23μSv／h が算出された（注1）。

事故から 12 年、対策指針策定から 11 年が経過し、この間、被ばく低減係数に関して貴重なデータが
得られつつあることから、40 年以上前のデータ IAEA TECDOC-225(1979)をそのまま使用するのでは
なく、事故時被災住民の安全を確保する観点から見直した上で対策指針に反映すべきと考える。
                 
2.1 家屋の被ばく低減係数とは何か

原子力施設において大規模な事故が発生し、放射性物質が施設敷地境界の外へ放出され、放射性物質
を濃厚に含むプルーム（注2）が風に乗って拡散した場合、広範な地域の住民が被ばくする。この被ばく
経路には外部被ばくと内部被ばくの二種がある。外部被ばくの要因は、クラウドシャインとグラウンド
シャインに分けられる。クラウドシャインとは、大気中に浮遊する気体（Xe-133）やエアロゾル状の放
射性物質からの放射線被ばくを、グラウンドシャインとは、地表面等に沈着した放射性物質（I-131、
Cs-134、Cs-137 等とその化合物）からの放射線被ばくを意味する。内部被ばくは、大気中に漂うエア
ロゾルなどの放射性物質（I-131）を吸入摂取し、体内で被ばくすることを意味する。

家屋の被ばく低減係数とは、外部被ばくのケースは（家屋内線量率／家屋外線量率）の比率であり、
0.0～1.0 の間の値となる。家屋の壁などは外部からくる放射線に対して遮蔽効果を持つので、家
屋内の線量率は低下する。この遮蔽効果が大きければ大きいほど低減係数は小さな値となり被ばく線量
は低下するが、遮蔽効果が小さければ低減係数の値も被ばく線量も大きくなる。内部被ばくのケースは
家屋の隙間から侵入した放射性物質の家屋内外の濃度比（甲状腺等価線量比）である。

（注 1）線量率 3.8μSv/h および 0.23μSv/h については【参考資料】参照。
（注 2）プルームとは、工場の高い煙突から大量に排気される煙のような、一塊の気体であり、風に乗って流され、
次第に拡散していく。
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これらの低減係数について、単純な発想で日本家屋の構造等を考えると、泉は、「1977 年代報告の
欧米のデータとは異なるはずだ。日本の家屋では低減係数は欧米より大きいのではないか（防災対策に
おける屋内被ばく線量は大きいのではないか）」と疑念を抱いてきた。

したがって家屋内に避難する場合の低減係数は、被ばく線量を大きく左右する重要なファクターであ
り、広域避難計画の立案にとってはその数値の評価は不可避的な重要性を持っている。

3 福島第一原発事故後における被ばく低減係数に係る実測・研究事例
福島第一原発事故後、外部被ばく低減係数に関して、多くの実測やシミュレーション解析などによる

研究結果が報告されている。その中から主な６件の事例を紹介する。
（１）Isotope News 2012 年 10 月号 No.702[3]
（２）Web：xls-hashimoto の Excel 学：大熊町一時立入り時放射線モニタリング結果[4]
（３）経済産業省 警戒区域及び計画的避難区域における詳細モニタリング結果の公表について[5]
（４）福島県環境放射線モニタリング・集会所調査[6]
（５）「福島県内の学校等のモニタリング実施結果等」（校庭等の空間線量率）[7]
（６）JAEA-Research 2014-003 環境に沈着した事故由来の放射性セシウムからのガンマ線に対する建物

内の遮へい効果及び線量低減効果の解析[8]
以上の報告書を被ばく低減係数という観点からまとめると概要は以下の通りである。

3.1 東海村と周辺地域および福島市内の実測結果
泉らは、茨城県内の東海村と周辺地域および福島市内を対象に、事故後 9 ヶ月を経過した 2012 年 1

月 4 日～3 月 16 日の期間を費やして実測を行った。その結果より被ばく低減係数を求めて論文として
まとめ、Isotope News 2012 年 10 月号 No.702 に掲載された[3]。

この論文の主旨は、建屋の種類、構造別の被ばく低減係数が防災指針の値と比較して相違があること
を明らかにする一方、3.11 時において､防災指針の値が学校や除染計画の線量率算出に適用されたこと
により被ばく線量が過小評価になることを指摘したことである。

測定結果の主要な特徴を以下に示す。
福島第一原発と東海村間の距離は 110km、村内の空間線量率も放射性物質のプルームが通過した 3 月

15 日早朝の数時間は、Max.2.5μSv／h を検知したが、実測していた期間内では 0.11～0.16μSv／h を
指示した。福島市内は、0.75～1.56μSv／h と比較的高かった。

各地測定点のバックグラウンド（BG）は相違があることから BG を含む値でデータを処理した。一
般住宅の木造建屋の屋
外測定点は、線量率へ
の影響が懸念される建
物や樹木などの少ない
平坦地を、屋内に関し
ては比較的居住時間が
長い南側に面する部屋
の中央部を選択した。
測定値から求めた低減
係数はばらつきがある
が、正規分布を仮定
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し、その平均値と標準偏差を求めた。測定対象の建屋の種類、構造、立地環境等は多種多様である。木
造、軽量鉄骨造、鉄筋コンクリート造の一般住宅および鉄筋コンクリート造のコミュニティセンター、
大型店舗、ホテル、マンションなどである。鉄筋コンクリート造の一般住宅は、２，３階建てで 1 棟に
複数戸の構成が多い。

その結果、屋内外における線量率から、建屋の種類、構造別の被ばく低減係数の一部を表－3 にまと
めた。茨城県内の一般住宅木造家屋の平屋および２階層の１階と２階を総合した平均被ばく低減係数
は、0.68±0.13（計 86 件）で最小値と最大値はそれぞれ 0.36、1.00 であった。同じ鉄筋コンクリート
造建屋２階層の１階と２階を総合した被ばく低減係数は、0.78±0.11（計 26 件）であった。また、鉄
筋コンクリート造コミュニティセンターも 0.88 ±0.11（8 件）と高い値であったことは大きな特徴であ
る。窓や出入り口等の開口部の面積が広く、ガラス製が大きく影響していると考える。すなわち実測結
果は鉄筋コンクリート造建屋だからと単純に遮へい効果が大きいと判断するのは大きな間違いであるこ
とを物語っている。

一方、福島市内の鉄筋コンクリート造ホテル、マンション､デパートなどを総合した被ばく低減係数
は、0.1±0.03（計 22 件）であった。使用した測定器は、（株）堀場製作所製 PA-1000 Radi である。

3.2 大熊町木造
住宅放射線モニ
タリング結果

木梨、橋本ら
は大熊町の帰還
困難区域内で福
島原発 1 号機か
ら南西約 3km に
位置する一般住
宅２階木造家屋
の実測を行った
[4]。泉も途中か
ら参加した。

この住宅は 1992 年築（築 18 年）で、3.11 東日本大震災時、地震により屋根瓦の一部が破損した。
その後、南面のガラス戸が割られ、風雨の影響を受け続けた。最初の測定は 2011 年 8 月 3 日であり、
当初は 3 ヶ月間隔の測
定であったが 2017 年
から 6 ヶ月間隔に変更
し、中間貯蔵施設工事
のため立入りが不可と
なった 2019 年 11 月
23 日を最後に、8 年間
26 回におよぶ測定を
行った。  

図－1 に当該家屋位
置、測定点等を示す。
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屋内外の点数は計 50 点であるが、被ばく低減係数は居住時間の比較的短い風呂場、トイレ、階段など
は除いて評価した。初期時点の周辺線量率は 15～30μSv／h であった。

木造住宅敷地および屋内線量率の推移とこのデータから算出した被ばく低減係数を図－2 に示す。1
階：0.60±0.05、2 階
：0.62±0.05 、1 階と
2 階を総合した係数は
0.61±0.05 と評価し
た。

図－3 に住宅敷地内
の線量率の経時変化を
示す。約 4 年間は、赤
線で示した Cs-134＋
137 の合成減衰カーブ
に沿って減少したが、
2016 年（事故後約
1,800 日経過）頃から緩やかな曲線にはならず、直線的に減衰した。この要因としては、住宅南側は中
間貯蔵施設関連の工事が進行し、北側は搬入された廃棄物の一時保管敷地として、樹木を伐採し一面ア
スファルトが敷かれたことにあると考える。

3.3 経済産業省「総合  
モニタリング計画」

内閣府・原子力被災
者生活支援チームおよ
び文部科学省におい
て、「総合モニタリング
計画」に基づき警戒区
域および計画的避難区
域を対象としたモニタ
リング結果が公表され
た[5]。

調査対象と調査実施
日は、浪江、富岡町内
の学校：５例（平成 23
年 8 月 9 日～12 日）、
住宅：16 例（平成 23
年 8 月 22 日～31 日）
である。学校・住宅モ
ニタリングの詳細な記
録について、図－4 に
住宅および図－5 に学
校の事例を示す。これ
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らの線量率測定結果より、泉が被ばく低減係数を求めた結果を図－6：木造住宅、図－7：学校を示す。
木造家屋１階：
0.35±0.07 (16 件)、２
階：0.43±0.11（16
件）、全体：0.40  
±0.1(32 件)となった。
鉄筋コンクリート造の
学校は、１階：0.10
±0.04，２階：0.086
±0.04、３階：0.093
±0.06 であった。各学
校の詳細な建築状況は
不明であるが学校およ
び階層間の差が大きい
ことが分かる。

ここで泉が注目した
のは、木造住宅周辺お
よび屋根の測定記録で
ある。屋根部 1cm と地
表面 1cm の線量率相対
比が 0.51±0.15（13
件）あった。これらの
測定は、事故 5 ヶ月後
の 2011 年 8 月であり、
屋根部への放射性物質
の残存率を示す貴重な
データである。

3.4 福島県環境放射線モニタリング・集会所調査                      
原子力災害現地対策

本部・県災害本部は現
地調査を実施し、その
結果が公表されている
[6]。毎年定期的に 100
件超の調査を行ってい
るが、自治体、件数等
は必ずしも一定でな
い。現在も継続中であ
る。報告された線量率
記録から被ばく低減係
数を泉が計算した。図
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－8 に 2011 年から 3 年間のみの記録を示す。比較的屋外線量率の高い地域として伊達、福島市､低い地
域の磐梯、只見、棚倉町、会津若松市を選択した。高い地域 2 市の第 3 回目（2013 年 2 月）の線量率
の比率は、0.1μSv／h 以上が 199 件中 163 件（83％）、一方、低い地域は、0.1μSv／h 未満が 265 件
中 221 件（75％）であった。

両地域の被ばく低減係数は、3 年間平均で屋外線量率が高い地域が 0.64±0.06、低い地域で 0.74±
0.08 で低い地域の方がわずかに高い傾向があった。

3.5 福島県内の学校など
のモニタリング実施結果
等

文部科学省が「福島県
内の学校等のモニタリン
グ実施結果等」の一環と
して校庭などの空間線量
率測定を実施した報告が
ある[7]。2011 年 4 月 14
日～8 月 27 日間の 17 回
測定、対象は郡山、二本
松、福島、伊達、相馬市
内の計 56 校で福島市内が
半数を占めていた。

測定された線量率から
泉が被ばく低減係数を求
め、その一部を図－9 に
示す。鉄筋コンクリート
建屋を対象としたことか
ら、保育園などは鉄筋コ
ンクリート造ではないた
め、泉が集計から除外し
た。校舎内線量率は任意
の 3 教室中央部の平均値
である。事故 1 ヶ月後の 4
月は 0.07 であったが、少
しずつ上昇し続け 6 月に
0.2､ 7 月以降は 0.25～0.27
であった。最初に測定した
4 月 14 日の結果で 52 校中
13 校において校庭の線量
率が 3.8μSv／h 超のため
屋外活動を制限した記載が
残っていた。
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その他の自治体・学校等においても自主的な測定結果が多く報告されており､一部を同図に含めて示
す。被ばく低減係数は 0.1～0.3 の範囲であった。

3.6 福島原発事故を基にしたシミュレーション評価事例
古田らは福島県内の建屋を調査、モデル化して、建屋内の遮へい効果および線量低減効果のシミュレ

ーション解析を行い、報告している[8]。この解析は、特に線量評価の決定因子である屋内での線量低
減効果に着目しつつ、地表に沈着 Cs から屋内線量率を評価した貴重な情報である。

図－10 に木造家屋および図－11 に鉄筋コンクリート造建屋のグラウンドシャインによる各階層別の
被ばく低減係数を示す（一部抜粋）。木造家屋の各階の平均低減係数 は 1 階 0.53±0.04（11 例）、2 階
0.62±0.07（10 例）､鉄筋コンクリート造建屋（学校を代表例）の平均低減係数 0.11±0.007（27 例）、
0.091±0.006（27 例）であった。その他の鉄筋コンクリート造建屋である病院およびマンションの評価
値を含め、表－2 の低減係数と比較すると､全てにおいて高い値を示していることが分かる。

4．規制委などの放射線防護措置の考え方および見解
規制委などから放射線防護に関する資料および被ばく低減に関する見解などが、順次報告された。自

治体の防災対策の基礎として重要であり、主な内容を紹介し、検討する。
(1) 平成 26 年度第 9 回規制委 緊急時の被ばく線量及び防護措置の効果の試算について [9]
(2) 規制委 原子力施設等防災対策等委託費(防護措置の実効性向上に関する調査研究)事業報告書[10]
(3) 規制委技術情報検討会 屋内退避による被ばく低減係数に係わる委託研究の成果 [11]
(4) 内閣府・日本原子力研究開発機構 原子力災害発生時の防護措置 -放射線防護対策が講じられた施設

等への屋内退避- について [12] 

4.1 緊急時の被ばく線量
および防護措置の効果の
試算について

規制委は、自治体にお
いて、リスクに応じた合
理的な準備や対応を行う
ための参考を目的とし
て、仮想事故時における
放出源からの距離に応じ
た被ばく線量と防護措置
による低減効果につい
て、全体的な傾向を捉え
る試算を行い、平成 26
（2014）年 5 月に提示
された[9]。本試算では、Cs137 が 100TBq、環境中に放出する仮想事故を想定した(注 3)。

（注 3）この事故想定は、強化された新規制規準への適合性を審査する上で「想定する格納容器破損モードに対して Cs-
137 が 100TBq を下回ることを確認する」（『実用発電所要原子炉に係わる炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対
策の有効性評価に関する審査ガイド』より）を踏まえて設定した。環境への放出割合は、Cs-137  100TBq となるよう求
めた係数を各核種グループの格納容器放出割合に乗算して算出。

希ガス類は全量を仮定。(例）Cs-137：100TBq（1.00E+02）I-131：（7.29E+02）Xe-133：（5.150E+06）。
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評価は炉停止から放出まで 12 時間、5 時間継続放出、大気拡散・被ばく線量評価は計算コード
OSCAAR を用いて事故後一週間の被ばく線量について、屋外にいた場合と屋内に初めの 2 日間だけ木
造かコンクリート造建屋に退避した場合を解析比較した。その結果を図－12 および図－13 に示す。

実効線量は、木造家屋の退避で 25％、コンクリート構造物退避で 50％低減した。内部被ばく甲状腺
等価線量は、木造家屋では、PAZ では IAEA 基準（50mSv/週）を上回る地点があるが、UPZ では全地
点で下回る。一方、コンクリート構造屋内へ退避し、安定ヨウ素剤を併用すると PAZ では基準を下回
る。

これらの試算から得られた示唆は以下のとおりであると本資料では結論づけている。
（1）PAZ における防護措置は放射性物質放出前に避難を基本とする。ただし、避難によって健康リス
クが高まる要援護者は屋内退避を行う。コンクリート構造家屋は木造より低減効果がある。放射線防護
機能を付加すれば一層の低減効果が期待できる。
（2）UPZ では、放
出前に屋内退避が合
理的。
（3）放射性プルーム
通過時は、屋内に退
避することにより、
線量を相当程度低減
できる。

泉の判断では、国
（規制委）が原子力
災害発生時の防護措
置として、“PAZ 内に
ついて「避難」が基
本、「屋内退避」が効
果的および UPZ 内で
「屋内退避」が合理
的”との見解を示し、
定量的な低減効果を
示したのは初めてで
ある。

4.2 被ばく低減に関する日本原子力研究開発機構(JAEA)の受託研究
規制委は、地域防災計画作成のための基礎的データを提示し、日本家屋の特性を踏まえた効果を把握

する重要性から、平成 27 年度から 6 年間（2015～2021 年）におよぶ研究を委託した。それらの研究お
よび実験結果を事業報告書として公表した [10]。委託先は日本原子力研究開発機構である（つまり
JAEA の受託研究）。

その主要内容を以下に紹介し、被ばく低減効果がどのように評価されているかを防災対策との関係と
ともに考える。この受託研究の方法の特徴について泉がまとめたものを以下に示す。
① 対象建物の評価モデル

評価モデルは 11 例示されたが、木造戸建、鉄筋コンクリート戸建・集合住宅および鉄筋コンクリー
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ト造の学校と病院を選択した。外部被ばく低減係数は、家屋外の地表 1ｍにおける線量率に対する家屋
内の線量率の比と定義し、解析コードは輸送計算コード PHITS を利用した。被ばく経路は、クラウド
シャインは、PAZ 外の屋内退避を想定し、頭上を通過プルーム状態ではなく、地上にも広がるサブマー
ジョン状態を仮定した。グラウンドシャインは、建屋中心に半径 500m に一様分布とした。地表面に沈
着した核種からの寄与のみを考慮した。
② 内部被ばく低減係数への影響因子

本報告の内部被ばく低減係数は、屋内と屋外における 1 歳児の甲状腺等価線量比である。低減係数
（防護効果）は種々のパラメータに大きく依存し、各パラメータは単独で防護効果に影響するものでは
なく、相互に関連を持つため代表的な低減係数を定めることは難しいと記している。その中でも、大き
な要因であるパラメータの調査結果（風速、隙間相当面積と建築年の関係、浸透率と自然換気率の関
係、浸透率と自然換気率の関係、ヨウ素の物理・化学的組成の相違に伴う風速と被ばく低減係数の関
係、吸入被ばく低減係数への感度解析結果）は重要である。しかし、本資料の中ではそれらの詳細な記
述は省略する。
③ 内部被ばくと距

離の関係
放出源からの距離に

伴う甲状腺等価線量の
関係を図－14 に示す。
2 日間の屋内退避なし
の場合および 1993 年
以降木造家屋内に退避
した場合の距離別等価
線量は、屋内退避なし
1.5km ：110mSv、
2.5km ：40mSv に対し
て、屋内退避でそれぞ
れ 25mSv、7.5mSv である。

ただし、これらの数値は、泉が図から読み取ったものであり（数値は報告書では開示されていな
い）、その数値から泉が単純に求めた屋内退避の低減係数は 1.5km；0.2、2.5km：0.19 である。これら
の値は前述したように様々なパラメータが複雑に作用し影響しており、不確かさは大きい。その場合は
平均値だけを示すのではなく、変動幅を明らかにし、放射線防護上の住民の安全を確保できる保守的な
評価値（目安値）とすべきではないかと考える。
④ 防護効果は多くのパラメータに依存

本受託研究は、多種多様な条件を駆使して評価をしているが、平成 29 年度の報告書[10]（3.6 章）に
「防護効果は種々のパラメータに大きく依存し、事故のシナリオなどに大きく依存するものであり、各
パラメータは単独で防護効果に影響をおよぼすものではなく、相互に関連を持つものであるため、代表
的な被ばく低減係数を得るために各パラメータを一定の値に定めることは不可能であることが明らかに
なった」との記述は印象的である。

4.3 規制委技術情報検討会 屋内退避による被ばく低減係数に係わる委託研究の成果
本資料（技術情報検討会資料 49-1）は、令和 3（2021）年 10 月 6 日の規制委において報告された。
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これらは、前章の委託研究報告書を受け、まとめて提示したものである[11]。
泉が要点をまとめ、コメントを付して以下に示す。これは現段階における『被ばく低減係数』を総括

した見解を示す情報である。
① 外部被ばく遮へい効果

家屋内避難による外部被ばく遮へい効果および放射性物質の吸入（内部被ばく）に対する密閉効果を
検討した。外部被ばくの遮へい効果は、海外の先行研究の知見と有為な差は認められなかった。
② 吸入（内部被ばく）に対する密閉効果

家屋の特性に応じた低減効果の影響が大きい吸入被ばくに対しては、主なパラメータの自然換気率、
浸透率、沈着率と風速、建蔽率、温度差、隙間相当面積を適用した。甲状腺等価線量に寄与するヨウ素
は、粒子状、元素状、有機状などの化学形態をとり、挙動が異なることを踏まえ、風速やプルーム通過
中の濃度を一定とした条件下で気密性能に寄与するパラメータを変動した際の化学性状ごとの低減効果
を評価し、甲状腺等価線量を評価した。
③ パラメータの影響

風速、屋外濃度一
定の条件下で各種パ
ラメータを入力し、
屋内濃度の時間的変
化を求め、プルーム
通過時から 24 時間
後の風速ごとの被ば
く低減係数を算出し
た。その結果、機密
性の高い家屋、周辺
に家屋が多い状況に
おいて、風速が遅い
ほど、放射性物質の
侵入が抑制されて家
屋内濃度は低くな
り、被ばく低減効果が高い。化学性状の差異では、元素状ヨウ素の反応が高く、侵入経路で除去され､
侵入後沈着し、家屋内濃度が低くなり被ばく低減効果が高い傾向を示した（表－4 参照）。木造家屋の建
築年区分ごとの評価の結果、1993 年以降家屋では、吸入による内部被ばくが屋外に対し約 4 分の 1 に
低減した（表－5 参照）。
④ 気象条件の影響

環境影響評価は、実気象条件のもとで環境影響評価コード（OSCAAR）を用い、大気拡散解析を行っ
た。放出源から 30km を 12 分割、32 方位に分割メッシュごとに風速および濃度を出力し、屋内外の甲
状腺等価線量（7 日間積算線量）を算出、被ばく低減係数を求めた。放出源から 5km 以遠の UPZ 相当
地点における 7 日間の積算線量（95％値）は、いずれの年区分においても、IAEA 基準 50mSv／週を下
回る結果であった。
⑤ 技術情報検討会の結論

技術情報検討会においてまとめた委託研究評価結果を表－6 に示す。検討会の結論は、【代表的条件下
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での試算範囲では、こ
れまで参考にしてきた
海外の知見と大きな差
異は、認められない。
外部被ばくの遮へい効
果は、同一様式の家屋
間では、海外の先行研
究の知見と有為有意な
差は認められなかっ
た。5 km 以遠 UPZ 内
の甲状腺等価線量は
50mSv を下回ってお
り、「屋内退避」を基本
とした原子力災害対策
指針の考え方は妥当であり、見直す必要はない。】である。

4.4 内閣府・日本原子力研究開発機構 原子力災害発生時の防護措置 -放射線防護対策が講じられた
施設等への屋内退避- について  

内閣府（原子力防災担当）は日本原子力研究開発機構(JAEA)原子力緊急時支援センターと連名の報告
を行った[12]。事故時における事前対策に備えておくことが合理的な事故シナリオに対するシミュレー
シ ョ ン 解 析 を 行 っ
て、本報告では規制
委 が ま と め た 資 料
[10]を参考に、放射
線防護措置を講じた
建屋へ屋内退避によ
る実効線量の低減効
果を評価した。その
一部を抜粋して、泉
のコメントとともに
示す。
① 内閣府の用いた

パラメータ
建屋モデルは、床面積 1,300m2 1 階建て、その他は窓面積／（窓＋壁面積）比 ：0.2、隙間面：

2.0cm2／m2 、退避期間 7 日間、外部被ばく線量は放射線輸送計算コード、内部被ばく線量は成人男性を
想定して評価した。他の資料に示すパラメータとの違いは、一般住宅の約 10 倍以上床面積 1,300m2 を
採用している。令和 4（2022）年 10 月の改定版 参考資料 8 「建屋規模に応じた外部被ばく線量低減の
効果」においてシミュレーション解析結果が図示されている。線源から 2.5km 地点の屋外線量との相対
比は 100m2 で 0.67、1,300m2 で 0.55 と床面積の拡大により、低減係数は小さくなっている。
② 全 54 核種に対する計算結果

放出源からの距離に応じた積算被ばく線量の相対値（被ばく低減係数）を図－15 に示す、全核種対象
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で 2.5km 地点（7 日間）の屋内退避において、外部被ばく低減係数は木造：0.55、コンクリート造
：0.18、内部被ばくは木造：0.30 の報告がある。（本資料の改訂年によって多少評価値に相違あり）。

着目すべき点は、外部被ばく線量が屋外滞在時、全体の 7 割程度、木造屋内退避では 8 割前後が希ガ
スに起因している、との報告である。

5. 屋内退避に関わる課
題

上記の実測結果、調査
研究ならびに報告を総合
して、原子力災害時の防
護対策としての屋内避難
による被ばく低減の効果
について分析し、課題を
抽出する。

5.1 新たな外部被ばく
低減係数はこれでいい
か
① グラウンドシャイ
ン

第 3 章に報告した被
ばく低減係数（グラウ
ンドシャイン）の実測
結果をまとめ、建屋種
類別に図－16：木造、
図－17：鉄筋コンクリ
ート造（学校）および
図－18：鉄筋コンクリ
ート造（病院、ホテル
など）（一部シミュレー
ション解析結果を含
む）に示す。

木造家屋に関する被
ばく低減係数は、0.8 を
超える事例もあった。
また、毎年報告の福島
県環境放射線モニタリ
ング・集会所調査結果
（図－8 参照）では、
年度別平均値の最小、
最大値の範囲は高線量率エリア：0.58～0.70、低線量率エリア：0.64～0.83 であり、いずれも防災指針
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表－2 の 0.4 と比較しても大きな相違が認められる。
鉄筋コンクリート造

の学校においては、事
故後の時間経過ととも
に、少しずつ増加し、
3 ヶ月以降は 0.2～0.3
に落ち着いた。経産省
実測データでも約 0.1
前後を示し、防災指針
の 0.05（表－2）の約
2 倍であった
② クラウドシャイン
＋グラウンドシャイン

第 4.2 章（受託研究
を報告した [10]）のシ
ミュレーション解析結果をまとめ、建屋別の屋内退避時におけるクラウドシャインおよびグラウンドシ
ャイン両面のシミュレーション評価結果＝外部被ばく低減係数を図－19：木造戸建、図－20：鉄筋コン
クリート造戸建､集合住宅、図－21：鉄筋コンクリート造病院、学校、体育館について、エネルギー別
および屋根部汚染度
比（＝対地表面濃度
比）別に示す。クラ
ウドシャインの予測
エネルギーは、図－
19＝木造建屋では、
0.44、0.66、1.5 MeV 
について、屋根部汚
染度比は 0、50、
100％における被ばく
低減係数を示した。
図－20 および図－21
は、エネルギーによ
る相違が小さいこと
から 0.66 MeV のみを
選択、図示した。ま
た、屋根汚染度の影響
に対して 100％のみを
示した。

クラウドシャイン
0.66Mev（注 4）に対応
する低減係数は、木造
1 階：0.74、2 階：
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0.86 と高い値を示した。鉄筋コンクリート造戸建 2 階：0.21、集合住宅は 1～3 階：0.04、病院は高層
ほど高まり 1～6 階：0.04～0.14、学校 1～3 階：0.12～0.17 前後である。防災指針の木造 0.9 および大
きなコンクリート建物 0.2 以下（表－1）と比較するとほぼ同じ値である。

グラウンドシャインについては、屋根部汚染度 100％においては木造戸建 1 階：0.63、2 階：0.73、
鉄筋コンクリート造戸建住宅 2 階：0.15、同集合住宅 1～3 階：0.08～0.3、病院：0.09～0.05、学校：
0.11～0.07 であった。グラウンドシャインについては、実測結果と同様、防災指針表－2 の家屋別低減
係数を上回っており、改正するべきであると判断する。次に屋内退避の効果を大きく左右し、外部被ば
くの要因となる事項を挙げる。

5.2  屋根部汚染の影響
規制委技術情報検討会

が委託した防護措置の実
効性向上に関する調査研
究成果（「屋内退避」に関
するシミュレーション評
価による外部被ばく低減
係数）を表－7 に示す。木
造建屋外部被ばく低減係
数は屋根に汚染がない場
合、1 階＝0.48（0.48～
0.63）、2 階＝0.48（0.48
～0.54）。これに対して、
屋根に汚染がある場合につ
いて、新たに屋根の沈着割
合に応じた係数を求め、
100％の場合では 1 階＝
0.63（063～0.81）、2 階＝
0.73（0.72～0.84）と高い
評価値を示した（注 5）。

屋根汚染の影響に関し
て、図－22 に示すとお

り、本報告ではチェルノブ
イリ原発事故時データとし

て、初期の段階で 12～88％、福島事故時、経産省データは事故 5 ヶ月後、地表面 1cm 線量率相対比が

（注 5） 表中のグラウンドシャインについて、文献[10]の平成 29 年度報告書付録表 7.1 表は表―7 に示したとおり、
屋根の影響も含め示してあるが、これらを総括した規制委技術情報検討会 文献[11]の参考資料参考 2 の値は屋根に汚
染なしのみの記載である。

（注 4）参考文献［10］平成 29 年度版第 2 章において、クラウドシャイン・グラウンドシャイン別の福島第一原発
事故時における放出核種組成の原子炉停止後の経過時間に伴う被ばくに対する寄与割合および平均エネルギーの変化
が図示されていた。泉は同事故時、2 号機停止から大量放出のあった 2011 年 3 月 14 日 23 時 50 分までの 81 時間経
過時の平均エネルギーを推定した。
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0.51 であった（第 3.3 章に記述）。福島原発事故当時の降水強度や降水量を参考に委託実験の結果、初
期沈着率は 10～20％であった。自然環境データの選択は単純ではないが、現在検討している「屋内退
避」は事故発生初期の段階であり、屋根への初期沈着率を 100％と仮定すべきである。木造家屋の低減
係数は、より安全側の目安値として 0.8 が妥当であると考える。

5.3 クラウドシャイン被ばく低減係数への希ガスの影響
外部被ばく線量に関して、特に事故発生時の初期の段階における被ばくを考慮すると無視できないの

がクラウドシャインの影響である。内閣府の資料（第 4.4 章）によると、木造建屋の屋内退避におい
て、希ガスによる初期 7 日間で外部被ばく線量の 8 割になるとある。

事故発生初期の段階において予想されるベント処理を考えると、希ガスは全量がフィルタベントを透
過して環境へ放出される。特に Xe-133 については無視できない被ばく源になる可能性があり、クラウ
ドシャインの中で最大限に考慮すべき重要な被ばく要因として配慮すべきである。

5.4 「屋内退避」効果が期待できない施設
第 3 章示した実測値および第 5.2 章に記述したシミュレーション解析結果は事故発生初期の段階にお

ける屋根部の汚染が影響した、木造家屋の低減係数は 1 階：0.63，2 階：0.73 は、いずれも防災指針に
示す値 0.4 を大きく上回る結果であった。また、「平屋あるいは 2 階だてのブロックあるいは煉瓦造り
の家屋」は 0.2 と規定している。しかし、これに相当する鉄筋コンクリート造のアパートやコミュニテ
ィセンター等の小規模施設（図－18 右側参照：茨城での実測例）においては、ガラス製開口部（窓）が
広いため、低減係数は 0.8～0.9 と大幅に高い値であった。こうした「屋内退避」効果が期待できない施
設の存在も見逃すことはできない。さらに、「各階が約 450～900ｍ2 の面積の３～４階だて建物 1 階及
び 2 階」に対する低減係数を 0.05 および「各階が約 900ｍ2 以上の多層建築物の上層」は 0.01 である。
それに相当する福島市内の建屋を対象とした鉄筋コンクリート造のホテル等の実測結果（図－18 参照）
は 0.065～0.15 と、表－２より高い値を示した。

以上の測定結果から、外部被ばく低減係数の目安は、木造建屋は 0.8、学校等の鉄筋コンクリート造
建屋は 0.3 とすることが合理的であると考える。

規制委技術情報検討会の結論である【屋内退避による外部被ばく効果は､海外の先行研究の知見と差
はない】（第 4.3 章参照）と断言することはできない。

5.5 外部被ばく・内部被ばく低減係数のまとめ
各種資料に基づく、外部被ばく低減係数（クラウドシャインとグラウンドシャイン）および内部被ば

く低減係数と合わせて表－8 にまとめた。表中のグラウンドシャインについては、表－7 においても触
れているが、参考文献［10］と［11］より引用された被ばく低減係数に相違が認められる。

特に、内部被ばくの甲状腺等価線量の被ばく低減係数について、規制委等が先に示した資料（① 甲状
腺等価線量を示した 2014 年参考文献[9]＝図－13、② 平成 27 年度～令和 2 年度（2015～2020[10]＝図
－14 の規制委委託の事業報告書および③ 令和 2（2020）年の内閣府資料参考文献[12] ＝図－15 の結
果）について比較する。資料により表現が異なるので、泉が低減係数に統一して表示した。甲状腺等価
線量の被ばく低減係数は放出源からの距離に依存し、資料別の報告結果の差も大きく、木造建屋におい
て 0.19～0.55 と大きな変動幅の結果が報告されている。2021 年の技術情報検討会資料（表－5 参照）
によると木造家屋の 1980 年以前の築年区分では 0.56 であるが、1993 年以降では 0.24 と 2 倍以上の相
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違を認める貴重な報告である。これらの情報から統一された被ばく低減に寄与するデ－タなど見出すこ
とは不可能と考える。

さらに、甲状腺等価線量の評価値について、添付図からの推定値を比較する。2014 年報告（図－13
参照）［9］の２日間の甲状腺等価線量の積算値は、「防護措置なし」：1.5km 地点で 200mSv、2.5km：
67mSv に対して、木造家屋に屋内退避すると 1.5km 地点で 90mSv、2.5km：37mSv である。しかし、
2021 年報告（図－14 参照）［10］によると同じ 2 日間で、「防護措置なし」：1.5km 地点で 110mSv、
2.5km：40mSv、木造家屋に屋内退避すると 1.5km 地点で 25mSv、2.5km：7.5mSv と大きな相違が認め
られる。また、2021 年でも報告［11］では、1993 年以降築の木造家屋において、「防護措置なし」
：1.5km 地点で 113mSv、2.5km：37mSv に対して、7 日間屋内退避すると 1.5km 地点で 30mSv、
2.5km：6mSv とほぼ同じ被ばく線量値が報告されている。

規制委資料の作成目的は、地域防災計画作成のための基礎的データを提示、リスクに応じた合理的な
準備や対応、住民の理解にあった。しかし、評価の基本シナリオ、パラメータ（風速、対象建物の構
造、対象者（1 歳児・成人男性）、対象日数等に（資料ごとに）相違点が認められる。多くのパラメータ
を組み合わせて客感的な変動範囲のある評価結果を提示すべきである。要点が把握できない小さい図の
標示だけで理解することは困難である。

6．屋内退避の有効性に関する問題
PAZ 内において住民は順調な「避難」行動が進行できないため、無視できない被ばく線量を受けるこ

とにとなるのではないか。
一方、UPZ 内においては、規制委は内部被ばく低減係数の把握の計算過程で評価された甲状腺等価線

量について、5km 以遠の UPZ 内では確率的影響リスクを低減する IAEA 基準 50 mSv／週を下回ってい
ることから「屋内退避」が基本的に妥当と主張している。すなわち、屋内退避の有効性を強調し、【原
子力災害対策指針の考え方は妥当であり、見直す必要性はない】 との見解である。しかし、提示された
図のみの表示だけからでは、「屋内退避」の客観的な効果を把握することはできない。海外事例に呼応
した木造 1／4＝0.25､コンクリート造 1／20＝0.05 の数値ありきではなく、実地調査及び研究評価結果
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を参考に客観的な防災指針（表－1・表－2）の改正が必要である。
福島第一原発事故時における被ばく低減係数の適用に関して、第 2 章に学校利用の判断に ICRP 2007

勧告の参考レベル 1～20mSv/年を暫定的な目安として、線量率 3.8μSv／h および年間 1mSv を目指す
除染計画の長期目標値から追加被ばく線量に係わる線量率 0.23μSv／h が算出された。両線量率に係わ
る詳細については、参考資料に記述した。被ばく低減係数の大小は、屋内退避時における被ばく線量と
深い関係があり、一般公衆の被ばくに関する影響に大きく左右することから、より十分な議論と検討が
必要である。特に、福島第一原発のような事故レベルが高く、被ばくの影響が広範囲、長期間におよぶ
ケースにおいては重要な事項である。

6.1 避難行動時の要支援者の避難はどこまで可能か
平成 28（2016）年度 3 月 16 日の第 61 回規制委における「原子力災害発生時の防護措置の考え方」

においては、PAZ 内は「避難を基本とし、要配慮者は遮へい効果や気密性の高いコンクリート建屋の中
で屋内退避が有効」と明記されている。一方、東海村の高齢者に関する資料（2022 年度の推定人口
[13]）では、65 歳以上：9,635 人、後期高齢者 75 歳以上：5,990 人、要支援・要介護者数：1,598 人、
うち要介護 3 以上：663 人（41.5％）である。さらに高齢者のいる世帯数（平成 27 年度 10 月）は全世
帯数の 38％の 5,502 世帯、このうち高齢者独居世帯は 18.7％、高齢者夫婦世帯は 30.7％を占める。東
海村災害時要援護者支援計画による避難行動要支援者数（令和 2 年）をみると、137 人に達する。さら
に、通所介護、入所介護（ディサービス）、介護施設、老人ホーム等の事業所（計 44 箇所、令和 4 年 4
月現在）の建屋構造の大部分は、防護効果の高い鉄筋コンクリート構造ではない。

こうした状況を考慮すると、相当数の「避難せず自宅内に屋内退避」該当者数の存在が推測でき、高
齢者を取り巻く屋内退避の環境が、放射線被ばくのリスクが高まることが想像できる。例えば、総務省
統計局のデータ[14]から、最近の住宅構造割合の推移を見ると（図－23）、茨城県の木造は約 76％を占
めている。同局資料（2013 年）によると、原発立地県の木造戸建住宅の建築年別割合は、1980 年以
前：37％、
1981～1990
年：20％、
1991 年以降：
43％である。甲
状腺等価線量に
ついて、木造家
屋における建築
区分別被ばく低
減係数を比較す
る（表－5）
と、1993 年以
降の建築家屋は
0.24 対して、
1980 年以前築は 0.56 にと 2 倍以上であり、被ばく線量の増加が予測される。また、図－14 によると、
1980 年以前建築 1.5km 地点における 2 日間平均値で 50ｍSv を超え、95％値では 200mSv を超える被
ばく線量が予測できる。
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6.2 避難に伴う多くの関連死
東日本大震災時において、多くの関連死が生じた。事故発生時、大熊町の双葉病院には、認知症患者

340 人、近隣の介護老人施設に 89 人が入所していた。原発事故に伴う避難行動の混乱により多数の犠
牲者が出た。すなわち、3 月 15 日入所者 98 人、患者 34 人がいわき市の高校へ向かうが、車内で 3
人、搬送先で 24 人が死亡した。そのあと、複数回の搬送が行われ 15 日午後には完了したが、避難途中
に 7 人、最終的には 50 人が死亡した。

ただし、高齢だけが関連死の原因とはいえない調査もある。久保ら[15]は、関連死の動向を分析し、
原発に近い程関連死と認定された数が多いこと、全死亡者数に対する高齢者が占める割合に比べ高齢者
の関連死者数が特に増加したとはいえず、高齢者であることが関連死の原因ではないことが明らか、と
報告した。さらに、＊避難所等における生活の肉体、精神的疲労、＊避難所等への移動中の肉体、精神
的疲労、＊病院の機能停止による初期治療の遅れを原因としている。

福島県のまとめによると、避難者数は当初 16.5 万人であったが、2022 年 2 月現在、県外 2.7 万人、
県内 6,700、計 3 万人超である。関連死者数は、直接死者数を上回る 2,331 人と異常な数にのぼる。こ

のことは事故発生から 1 年経過後急増し、宮城と岩手県の関連死者数の合計 1,399 人と大差が生じた。
事故後 6 年以降も年間 100 人超であり、2022 年 3 月時点において全死者数 4,162 人の 56％に達する。
長期にわたる避難生活での疲労、ストレスが健康状態に深刻な影響を与え続けている。原発事故と深い
関連があることが想像できる。

規制委の議論の中で、死者多数の要因を単なる避難行動に結びつけ、「屋内退避」の有効性を強調す
るのは、問題の本質は違うと推測する。原発近郊で生活する住民の被ばく問題も考慮すべきである。

7. 質問事項
以上の実測結果および研究成果の説明ならびに考察から、以下のように 4 項目の質問をまとめました

ので、ご回答よろしくお願いいたします。

【質問 1】 本質問書では、「屋内退避」時におけるグラウンドシャインに基づく外部被ばく低減効果に
ついて、3.11 時の実測結果およびシミュレーション解析結果等を提示しました。いずれの資料において
も、建屋構造別の被ばく低減係数は大部分が「防災指針」に示された被ばく低減係数を上回っていま
す。すなわち、規制委技術情報検討会の 「 外部被ばくの遮へい効果は、同一様式の家屋間では、海外
の先行研究の知見と有為有意な差は認められなかった」との見解と相違していることは明らかです。
「 差は認められない」との定量的な根拠を示して欲しい。

【質問 2】 これまでの資料から明らかなように、外部被ばく低減係数および内部被ばく（甲状腺等価線
量）低減係数は様々な要因によってその値が大きく変化することが分かった。その上で、「防災指針」
の数値を当てはめるだけで、被ばくに対する一般公衆の被ばく管理が可能であるとする根拠、妥当性を
示していただきたい。

より安全側に立った被ばく管理を行うためには、報告された調査研究資料の内容を精査して、被ばく
低減係数の変動幅ならびに特異な事例を考慮して被ばく評価をする手法の確立が肝要と考える。そのよ
うな対処法についての見解を知りたい。

【質問 3】 PAZ 内の予防的「避難」行動に伴うリスクを抱える高齢者について、高齢者独居世帯およ
び高齢者夫婦世帯が比較的多い現状を想定すると、「屋内退避」を選択する相当数の高齢者の存在が推
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測できる。
そうした屋内退避が想定されている施設の構造、設備上の実態を把握し、低減係数の評価値および

個々の積算根拠を公開していただきたい。また陽圧化施設のある施設については、希ガスなどによる被
ばく線量評価についても、検討結果を明らかにしていただきたい。

【質問 4】 貴課（原子力安全対策課）は、「原子力広報いばらき」PAZ・UPZ 版第 5 号（2023 年 2 月
新聞折込み配布）において、「屋内退避の有効性の周知」と題して、内閣府の研究結果を例示しながら
「県では、木造を含む一般住宅における屋内退避の効果も具体的に分かりやすく示し、住民に周知する
よう、国に対して要望しています。」としています。「屋内退避」の低減係数に関して「国」に対してど
のような要望をしているのか具体的に提示して欲しい。どのような回答がありましたか。
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【参考資料】
参考-1 3.8μSv/時：学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的な目安について
  平成 23 年 4 月 19 日文部科学省が「校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方」を福島県教

育委員会、知事、県内学校等へ通知した。
  通知に記載されている 3.8μSv／時は、16 時間の屋内（木造）、8 時間の屋外活動の生活パターン

を仮定して求めた。平常どおりの活動において、20mSv／年を超えることはない。
     3.8μSv／年時 ×（8 時/日＋ 16 時/日×0.4 ）× 365 日／年＝ 20mSv／年

この暫定的考え方は、4 月以降、夏休み終了までの期間を対象とした暫定的な目安である。学校等
で観測される屋外の放射線量がこの基準を超える場合は屋外活動を制限するとし、それ未満の場合は
平常とおり活動できるとした。ICRP は 2007 年勧告に関し、2011 年 3 月 21 日の新声明「非常事態
収束後の一般公衆における参考レベル（これを上回る線量は不適切と判断されるが、合理的に達成で
きる範囲で、線量の低減を図る）として、1～20mSv／年の範囲で考えることも可能」を出した。こ
れを受けて、幼児、児童および生徒が通える地域において、暫定的な目安とし、今後できる限り線量
を減少することが適切と考えられた。

0.4 の根拠は、「通知」の中では触れられていない。

参考-2 0.23μSv／時：長期的な目標として追加被ばく線量が年間 1ｍSv 以下について
事故由来放射性物質による環境の汚染が人の健康または生活環境におよぼす影響を速やかに低減す

るため、環境省特別措置法が平成 23 年 8 月 30 日施行された。同法第七条第 2 項基本方針の三 廃棄
物の処理：周辺住民が追加的に受ける線量が年間 1mSv を超えないようにする。四 土壌等の除染：
一般公衆が居住する土壌等の除染に関する目安は、ICRP の 2007 年勧告および原安委の資料に基づ
き、年間 20mSv（自然被ばく線量を除いた被ばく線量＝追加被ばく線量）以上の地域は迅速に縮小、
それ未満の地域は、長期的な目標値として追加被ばく線量が年間 1mSv 以下を目指すものとする。こ
こで廃棄物の処理及び土壌等の除染のいずれもそれらを行う者に対する義務づけで、一般公衆につい
ての被ばくの目安を定めたものではない。

0.23μSv／時は 1 日のうち屋外に 8 時間、屋内（遮へい効果 0.4 の木造家屋）に 16 時間滞在とい
う生活パターンを仮定して算出された。

    0.19μSv／時 ×（8 時／日＋ 16 時／日×0.4）× 365 日／年＝ 1mSv／年
    0.23μSv／時＝0.19μSv／時＋0.04μSv／時

また、長期目標は除染だけでなく、モニタリング、食品の安全管理、リスクコミュニケーションな
どの総合的な対策による。平均的にこの値未満の地域では局所的にこの線量率を超える場所があって
も、除染の対象ではない。

参考とした資料
（1） 松田文夫 告発・原子力規制委員会 2020 年 5 月 10 日
（2） 文部科学省 福島県内の学校・校庭等の利用判断における暫定的考え方について 平成 23
  年 4 月 19 日

「福島県内の学校・校庭等の利用判断における暫定的考え方」等に関する Q&A  
（3） 国（環境省）が示す毎時 0.23 マイクロシーベルトの算出根拠 2018 年 2 月 9 日
         
                                      以上


